
船舶事故等調査報告書 

                                   平成２２年１０月２８日 

                             運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１０門第９０号 

事故等種類 漁具損傷 

発生日時 平成２２年５月２８日 １４時３０分ごろ 

発生場所 福岡県苅田町苅田港沖 苅田港沖波浪観測塔灯から真方位２８２°０.５海

里付近 

（概位 北緯３３°４８.１′ 東経１３１°０３.８′） 

事故等調査の経過  平成２２年６月７日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事務

所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

 事実情報 

 船種船名、総トン数等 Ａ 貨物船 第二ゆたか丸、６９８トン 

 船舶番号、船舶所有者等    １３１４６０、光晴汽船株式会社 

Ｂ 漁船 海
かい

皇
おう

丸、５.３トン 

   ＦＯ２－６５２１（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長、三級海技士（航海） 

Ｂ 船長、一級小型船舶操縦士・特殊・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ 刺網破損 

 事故等の経過  Ａ船は、船長Ａほか６人が乗り組み、セメント約１,６６０トンを積み、

船首４.０ｍ、船尾４.８ｍの喫水で、苅田港を出航して徳島県阿南市に向

かって航行中、Ｂ船は、船長Ｂと作業員１人が乗り組み、苅田港沖で流し

刺網漁を操業中、平成２２年５月２８日１４時３０分ごろ、Ａ船がＢ船の

刺網の上を横切って網を損傷させた。 

気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北西、風力 １、視界 良好 

海象：平穏、潮汐  下げ潮の末期 

その他の事項  Ａ船は、苅田港第７号灯浮標付近で苅田港掘下げ済水路の外に出て東進

し、同第５号灯浮標の南側付近でＢ船の右側を通過した。 

 Ｂ船は、長さ約４００ｍ刺網を北東から南西に向けて入れ、北東側に樽

付きの黒旗を立て、約１２～１３ｍおきに小さい発泡スチロール製の浮き

を付けていた。 

 船長Ｂは、刺網の上を通過したＡ船の船名を苅田海上保安署に連絡し

た。 

 船長Ａは、苅田海上保安署の指示に従い、Ｂ船に電話をかけて事後の処

置を話し合った。 

分析 乗組員等の関与 Ａ あり Ｂ なし 

船体・機関等の関与 なし 

気象・海象の関与 なし 

判明した事項の解析  Ａ船は、苅田港沖の掘下げ済水路外を東進した

ものと考えられる。 

 Ａ船は、流し刺網漁を操業中のＢ船の右側（東

 



 

側）を通過したことから、刺網上を航行したもの

と考えられる。 

 Ａ船は、Ｂ船の近くに刺網が設置されているこ

とに気付かなかったものと考えられる。 

 Ｂ船は、苅田港沖において流し刺網漁を操業し

ていたものと考えられる。 

原因  本事故は、苅田港沖において、Ａ船が掘下げ済水路外を東進中、Ｂ船が

流し刺網漁を操業中、Ａ船が、刺網に気付かなかったため、刺網上を航行

したことにより発生したものと考えられる。 

 




